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号
証

作成年月日 作成者 立証趣旨 備考

甲
186

民事証拠法論
（抄）（表紙、９頁
～２６頁、奥付）

写 2009.3.12 春日偉知郞 伊方原発訴訟最高裁判決が「事
案解明義務」を承認していること。
「事案解明義務」の具体的内容。

甲
187

伊方原発訴訟最
高裁判決と事案
解明義務（木川統
一郎博士古希祝
賀・中巻所収）

写 1994.5.16 竹下守夫 同上。

甲
188

断層モデルによる
地震動評価の不
確実さに関する検
討（抄）（表紙、目
次、１－１頁～２－
１９頁）

写 平成20年12
月

独立行政法
人原子力安
全基盤機構

ＪＮＥＳが、その研究報告におい
て、兵庫県南部地震のＭ０につい

て３．３０Ｅ＋１９（Ｎｍ）、Ａについ

て４．２４Ｅ＋１９（Ｎｍ／Ｓ
２
）という

値をとっていること。

標　　　　　　　　目
（原本・写しの別）
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